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序     文 

 
 

インドネシア国（以下、「イ」国）における東部地域の開発は、「イ」国国家開発計画に

おける重点課題とされている。マミナサタ広域都市圏が存在する南スラウェシ州は、開発

の遅れた東部地域に位置しており、本協力により東部地域の中心都市圏である同都市圏が

地域の経済の牽引約として機能することで、地域開発の格差是正に資するものとして位置

づけられる。 

マミナサタ広域都市圏の経済は、南スラウェシ州の GDP の 56％を占めるとともに、ほと

んどの資源がマミナサタ広域都市圏を経由して域外へ移出・輸出される等、地域の牽引役

としての役割を担っているが、近年の人口増加や経済活動の拡大により都市化が無秩序に

進行し都市環境の悪化が進んでおり、地域の中核都市として担うべき物流拠点としての役

割や経済性、環境に配慮した都市機能を備えるには、戦略的な計画に基づく開発が必要不

可欠である。 

南スラウェシ州政府及びマミナサタ広域都市圏を構成する県・市は、このような問題を

解決すべく、2003 年にマミナサタ広域都市圏の空間計画を策定するとともに、自治体間の

調整を担うマミナサタ広域都市圏開発協力委員会（MMDCB）を設置し、本委員会の都市開発

事業調整能力の向上を通じた、同広域都市圏の健全な開発促進を目的とした技術協力を日

本政府に要請してきた。 

これを受け独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2008 年 3 月および 9月の 2回にわた

り事前評価調査を実施し、「イ」国側関係者と実施協議を行った。この結果、2009 年から 3

年間の予定で「マミナサタ広域都市圏環境配慮型都市開発促進プロジェクト」を実施する

ことで合意し、2008 年 12 月にプロジェクト実施にかかる、討議議事録（R/D）およびミニ

ッツを JICA インドネシア事務所長と「イ」国公共事業省及び南スラウェシ州政府との間で

取り交わした。 

本報告書は、プロジェクトの要請背景および案件形成の過程と概略を取りまとめたもの

であり、今後のプロジェクトの実施にあたって活用されることを願うものである。 

ここに、本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い感謝の意を表するとと

もに、引き続き一層のお願いする次第である。 

 

平成 21 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

インドネシア事務所長 坂本 隆 













略 語 集 

 
略語 正式名称 和訳 

BAPPEDA Badan Perencana Pembangunan Daerah 地域開発企画庁 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

MFO Makassar Field Office マカッサル・フィールド・オ

フィス 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MMDCB Mamminasata Metropolitan Development 

Cooperation Board 

マミナサタ広域都市圏開発

協力委員会 

MP Master Plan マスタープラン 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SC Steering Comittee 運営委員会 
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第１章 実施協議の経緯と目的 

 
１－１ マミナサタ広域都市圏における問題点  

マミナサタ広域都市圏の経済は、南スラウェシ州のＧＤＰの 56％を占めるとともに、ほとんど

の資源がマミナサタ広域都市圏を経由して域外へ移出・輸出される等、南スラウェシ及び東部イ

ンドネシアの牽引役としての役割を担っている。ところが、マミナサタ広域都市圏は近年の人口

増加や経済活動の拡大により都市化が無秩序に進行し都市環境の悪化が進んでいる。地域の中核

都市として担うべき物流拠点としての役割や経済性、環境に配慮した都市機能を備えるには、広

域都市圏としての戦略的な計画に基づく開発が必要不可欠である。 

広域都市圏の開発・管理の基本となる空間計画や関連制度をみると、これまでは市県レベルの

一般空間計画・詳細空間計画 がマミナサタ広域都市圏構成１市３県（マカッサル市、ゴワ県、タ

カラール県、マロス県）それぞれで独自に策定されており、用途地域区分が１市３県で異なるな

ど、適切な開発・管理が困難な状況にある。このため空間計画等の無調整等に起因する無秩序な

都市化に伴うスプロール化の進展、調整業務を行う組織・機関が不在であることによる宅地開発、

公園ネットワーク等の整備といった地域全体で取り組むべき課題への対応の遅れといった問題が

生じている。 

 

１－２ マミナサタ広域都市圏の空間計画と MMDCB の役割 

南スラウェシ州政府及びマミナサタ広域都市圏を構成する県・市は、上述の問題を解決すべく、

2003 年にマミナサタ広域都市圏の空間計画を策定した。その後、本空間計画は JICA が 2006 年に

実施した開発調査「マミナサタ広域都市圏総合計画」により見直された（本空間計画は現在大統

領の承認手続き中である）。マミナサタ広域都市圏における空間利用の実施及び空間利用の制御に

ついては、地方自治体が実施することとなり、自治体間の調整を MMDCB が図ることとなっている。

MMDCB はマミナサタ広域都市圏の空間計画に沿って、構成市・県が各々独自に策定している一般

空間計画・詳細空間計画のそれぞれを改訂することに関して、調整・技術支援をおこなうととも

に、空間計画に基づく開発許認可の手続き・基準等について構成市・県間で一貫したものとなる

よう調整を図ることが必要で、これに必要な能力開発が必要である。また、構成市・県をまたが

る公共事業にかかる詳細空間計画の策定や全体調整を実施する能力についても強化を図る必要が

ある。 

 

１－３ 第一次事前評価調査（付属資料６ 報告書参照） 

上記１、２の課題を解決すべく、インドネシア国（以下「イ」国）政府は、MMDCB の広域都市

圏管理能力強化に係る要請を日本に対して行い「マミナサタ広域都市圏環境配慮型都市開発促進

プロジェクト」が採択された。その後、JICA は次の通り事前評価調査を実施し、プロジェクトの

詳細設計を実施してきた。 

 

（１） 調査実施期間：2008 年 3月 1 日～3月 15 日 
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（２） 調査団員  ： 

タイトル 氏名 所属 役職 

調査団長 青木 利道 JICA インドネシア事務所・マ

カッサルフィールドオフィス

企画調査員 

（MFO 総括） 

協力計画 徳丸 周志 JICA インドネシア事務所・マ

カッサルフィールドオフィス

企画調査員 

評価分析 金本 正和 海外貨物検査株式会社  

都市計画 田中 憲次 株式会社アルメック  

 

（３）事前評価結果 

（ア）開発調査「マミナサタ広域都市圏総合計画調査」の成果であるマミナサタ広域都市圏開

発計画の効率的・効果的な実施を図ることを目的に、次の内容の技術移転を行うことで「イ」

国側と確認した。 

・MMDCB に新設された技術部門の計画・調整・管理指導に係る能力向上 

・都市開発規制・誘導に必要な法制度の強化 

・ 都市開発管理システムの整備・運用開始 

（イ） プロジェクトの活動として次の項目を実施することを確認した。 

・ マミナサタ広域都市圏の段階的整備戦略の策定及びケーススタディーを通じた MMDCB

技術力強化 

・ 詳細空間計画策定支援 

・ MMDCB 技術部門、事務局の実施体制強化 

 （ウ）一方、案件の成果の更なる明確化と活動の詳細化については課題を積み残し、その後の

調査を通じて「イ」国側と合意形成を図ることとなった。 

 

１－４ 第二次事前評価調査（付属資料４、５参照） 

（１）調査実施期間：2008 年 9月 7日～9月 13 日 

（２）調査団員  ： 

タイトル 氏名 所属 役職 

調査団長 富谷 喜一 JICA インドネシア事務所 次長 

空間計画 原井 真一 JICA 専門家（公共事業省空間

計画総局） 

専門家 

協力企画 荒  仁 JICA 経済基盤開発部 職員 

企画調整 山田 智之 JICA インドネシア事務所 職員 

（３）事前評価結果 

（ア）第一次事前評価結果に基づき、プロジェクト目標が MMDCB の能力開発であることを確認し

たうえで、これを実現するため、次の通り成果を整理。 

・MMDCB の現時点での広域都市圏管理に係る能力評価、及び、MMDCB 業務内容・実施方法

の明確化（成果１） 

・ケーススタディーを通じた調整能力の向上（成果２） 
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・業務実施に必要となるツールの開発（成果３） 

・業務を的確に実施する・開発したツールを活用するための能力強化（研修）（成果４） 

（イ）成果設定にあたっては MMDCB が実施するべき調整事項と想定される事業を次の通り整理

し、それぞれプロジェクトで各々プロジェクトの成果との関連を明確にした。 

MMDCB の実施事項 事業のイメージ PDM 上の位置付
け 

１）複数市／県にまたが
る事業の実施枠組み／
調整メカニズムの形成 

・マカッサル、マロス、ゴワにまた
がる地域での新都市建設計画 
・一般廃棄物処理事業、灌漑事業、
上水道供給事業、等 

成果2 活動2-1

２）複数市／県にまたが
る事業の戦略地域詳細
空間計画の作成 

・工業団地の整備、観光振興に資す
る地区整備等 
・マカッサル、マロス、ゴワにまた
がる地域での新都市建設計画 

成果2 活動2-2

３）市／県による一般空
間計画及び詳細空間計
画の改訂支援 

 成果3 活動3-1

４）複数市／県にまたが
る事業の MP(セクター別
ＭＰ)作成 
 

一般廃棄物処理事業、灌漑事業、上
水道供給事業、等 

(プロジェクト
の枠外に整理) 

（ウ）プロジェクトのステップ分けについて 

MMDCB の調整業務の具体的な内容に基づき、２年目以降の具体的な計画を策定することが

必要であることから、ステップ１及び２とプロジェクトを２段階に区分した。具体的には、

１年目の活動を通じ、MMDCB の業務、特に MMDCB に求められている調整業務を明確にし、そ

れに応じた研修手法・内容等を検討することとし「イ」国側と合意した。2 つのステップは

次の期間を予定している。 

 

＜ステップ１＞ 業務開始から 8ヶ月間程度 

＜ステップ２＞ ステップ１終了からプロジェクト終了まで 

 

ステップ 1 は主に成果 1 に関連する活動を実施し、MMDCB 及びマミナサタ広域都市圏構成

市・県開発局および建設局の職員の能力レベルを把握するとともに、MMDCB 及び構成市・県

における都市圏開発管理・調整に係る役割の分析、業務手続の明確化を行い、ステップ 2で

実施されるべき関係者の能力強化、開発すべきツール、研修の具体的内容を企画する。また、

ベースライン調査を実施し、プロジェクトの目標、及びプロジェクト成果のそれぞれの指標

において、数値が設定されるべきものについて数値を設定する。 

（エ）公共事業省空間計画総局との連携 

マミナサタ広域都市圏は、ジャカルタやスラバヤなどと並んで「イ」国の国家戦略地域に

指定されていることから、同広域都市圏の開発には中央公共事業省が密接にかかわっている。

具体的には、同広域都市圏の空間計画の承認を国家レベルで行う（大統領令案が承認手続き

中）等のプロセスや、特定個別インフラ事業（トランススラウェシ道路、マカッサル工業団

地 II）の詳細空間計画等の作成をコンサルタントに委託して実施するなどを行っている。こ

のことから、公共事業省は本プロジェクトの実施に対して強い関心と監督省庁としての関与
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を強く希望してきており、本プロジェクトでは、空間計画総局長を JCC の議長とすることで

合意した。 

（オ）プロジェクトにおいて取り組む県・市をまたがる公共事業 

   MMDCB の調整対象であるマミナサタ広域都市圏構成市・県をまたがる事業は多岐にわたる

ことが明らかになったが、これら事業の優先順位について MMDCB との間で次のとおり確認し

た。 

   ・宅地開発事業 

   ・廃棄物管理事業 

・上水・灌漑事業 

   ・下水事業 

（カ）プロジェクトの基本コンセプトについて合意を形成し、内容を M/M に取りまとめ、調査団

長、南スラウェシ州知事、公共事業省空間計画総局長の 3名で署名を行った。（付属資料５ 

M/M 参照） 
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第２章 要約 

 

 実施協議は、2008 年 10 月から 12 月にかけて JICA インドネシア事務所と公共事業省空間計画

総局および南スラウェシ州政府の間で行われ、R/D および M/M に取りまとめた（付属資料１およ

び２）。 

 その結果、本プロジェクトは 2009 年から 2012 までの 3 年間の予定で実施されることとなった

（プロジェクト開始日は、最初の日本人専門家の赴任日に設定）。プロジェクトの基本計画ならび

に概要は以下のとおりである。 

 

プロジェクト基本計画 

２－１ プロジェクト名称 

 和文：インドネシア国南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏 環境配慮型都市開発促進プロジ

ェクト 

 英文：Technical Cooperation Project for Enhancement of Urban Development Management in 

the MAMMINASATA Metropolitan Area 

 

２－２ 協力期間 

   2009 年 3月  ～  2012 年 3月 （3 年間） 

 

２－３ 相手側実施・管理機関 

（１) 関係省庁 

中央省庁の一つである公共事業省空間計画総局が本件プロジェクトの監督官庁である。 

（２）実施機関 

MMDCB 及び、マミナサタ広域都市圏構成市・県（マカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラ

ール県）の空間計画局及び建築局 

この他南スラウェシ州開発計画庁（BAPPEDA）は州全体の開発の計画策定を行っている機関

であり、本プロジェクトでは主に調整機関としての役割を果たす。 

 

２－４ プロジェクト対象地域 

南スラウェシ州 マミナサタ広域都市圏（マカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール

県） 

 

２－５ 目標 

＜上位目標＞ 

マミナサタ広域都市圏の都市基盤及び都市環境が改善する。 

 ＜プロジェクト目標＞ 

マミナサタ広域都市圏における都市開発・管理能力が向上する。 
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２－６ 成果（アウトプット） 

（１）MMDCB 及び州、県、市、郡の都市開発手順が改善する。 

（２） 地域全体に裨益する事業の実施に向けた MMDCB の調整能力が強化される。 

（３）都市開発管理に必要なツールが整備される 

（４）マミナサタ広域都市圏開発に関わるスタッフの研修プログラム、カリキュラム及びシラバ

スが開発される 

 

２－７ 日本側投入 

（１）専門家派遣 

（２）本邦研修 

（３）機材供与（都市計画マネジメントデータベースのためのハード及びソフトウェア） 

（４）在外事業強化費 

 

２－８ インドネシア側投入 

（１）カウンターパートスタッフの配置 

・MMDCB 

・南スラウェシ州政府 

・マカッサル市 

・マロス県 

・ゴワ県 

・タカラール県 

（２）カウンターパート予算 

（３）プロジェクト事務所及び事務機器、カウンターパート人件費 

 

２－９ プロジェクト実施体制 

  MMDCB 代表（南スラウェシ州副知事が兼務）がプロジェクトの総括責任者としてプロジェク

トの全体責任を負い、MMDCB の技術ユニット長がプロジェクトの実施責任者としてプロジェク

トの技術面・運営面の責任を負う。また、公共事業省空間計画総局第３地域局長が協力全体の

監督及び国家レベルにおける調整に係る責任を負う。日本人専門家はプロジェクトの運営面お

よび技術面に関して「イ」国側カウンターパートに助言を行う。 

 

２－１０ 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee） 

   プロジェクトの最高意思決定機関として、「イ」国公共事業省空間計画総局長を議長とし、

国家レベルのプロジェクト関係者および他の関係機関の担当者をメンバーとする合同調整委員

会（JCC）を設置する。JCC は国家レベルの関係機関においてプロジェクトの進捗をレビューす

る目的で設置され、必要に応じて開催する。 

 

２－１１ 運営委員会（Steering Committee） 

  プロジェクトの運営機関として、MMDCB 代表を議長とし、南スラウェシ州政レベルのプロジ

ェクト関係者および他の関係機関の担当者をメンバーとする運営委員会（SC）を設置する。SC
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は必要に応じて開催し、プロジェクトの年次計画、活動の進捗、成果の確認等を行う。 
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第３章 討議議事録（R/D）の協議にかかる経緯 

 
３－１ 主要協議事項および調査結果 
（１）公共事業省の位置付けの明確化 

公共事業省空間計画総局は、プロジェクトにおける同省の役割を重視しており、プロジェ

クト実施上の位置付けを R/D 内に明記すべきとの考え方であった。このことから、プロジェ

クト管理体制の中において地域開発第3局長を協力全体の監督及び国家レベルの調整役とし

て明記した。 

（２）プロジェクト期間の修正 

   第 2 次評価調査時点のミニッツでは、プロジェクト開始を 2009 年 1 月と想定していたが、

公共事業省との協議に時間を要したことから、2009 年 3月からの想定で修正を行った。 
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第４章 プロジェクト実施上の留意点 

 
４－１ MMDCB の能力強化について 

MMDCB が強化するべき能力について、事前評価調査を通じて多岐にわたることが明らかになっ

た。プロジェクトにおいては、次のとおり各活動を設定・想定しており、同活動通じて MMDCB の

能力強化を実現する。 

（１）地域全体に裨益する事業実施体制構築（活動 2.1）や戦略地域詳細空間計画の策定にかかる

能力（活動 2.2） 

   活動 2.1 が対象とする事業としては、例えば廃棄物処理管理事業、上水道整備事業など、広

域都市圏全体で計画・整備・維持管理が必要な公共事業が考えられ、このような事業を具体的

なケースとして取り上げつつ、計画・実施・維持管理の実施体制や手法を整理し、各々のメリ

ット・デメリットについての MMDCB の理解進化を図り、MMDCB がこれらの実施体制の構築等の

際に必要となる調整業務等を行うのに必要となる能力向上を図ることを念頭においている。 

また、活動 2.2 は、都市再開発や緑地整備事業など、より詳細な空間計画の企画が伴う公共

事業を想定している。事前調査では対象とする公共事業の優先順位を宅地開発事業、廃棄物管

理事業、上水・灌漑事業、下水事業の順で整理しており、活動 2.1 及び 2.2 の実施は、これら

優先順位に基づき、「イ」国他地域や我が国の具体例を題材にケーススタディーを設定して実施

する。 

（２）構成市・県がマミナサタ広域都市圏空間計画に沿って各市・県の一般空間計画、詳細空間

計画を改定する、または、新規に策定することを支援する能力(活動 3.1) 

すでに各市・県が有している一般空間計画（県：1:100,000 以上、市：1:50,000 以上）や詳細

空間計画（県／市:1：5,000 以上）をマミナサタ広域都市圏空間計画と整合性を持ったものに

改訂する作業や、新たに一般／詳細空間計画を作る作業を、市・県が実施するのを促し、市・

県に対し必要な技術を MMDCB が提供できるように支援する。2007 年に改訂された新空間計画法

（No.26/2007）、及びこれに基づく空間計画策定ガイドライン（公共事業省が作成中）に沿った

活動が必要となってくることから、これらを十分分析した上で、マニュアルの作成とケースス

タディーの実施を通じた取り組みを行う。 

（３）構成市・県による開発許認可の手続き等の統一化、標準化を支援する(活動 3.2) 

  各種空間計画で定めたマミナサタ広域都市圏の空間の利用を着実に現実のものとすることを

念頭に構成市・県が実施している開発許認可について、分析・ケーススタディーを通じて、マ

ミナサタ広域都市圏全体として統一性のある手続きを立案する。なお、具体的には、我が国の

都市計画区域に相当する区域の設定の考え方、右区域内の用途地域の設定方法、各用途地域の

単体・集団規定の考え方を整理し、マミナサタ広域都市圏が統一的な開発許認可制度を運用で

きるよう支援する。 

（４）構成市・県の都市データを統一的に管理するシステムを構築する(活動 3.3) 

  構成市・県による都市データ管理の一元化を図る。現在、マカッサル市、マロス県で共通の

都市データ管理システムを使っているが、本システムを利用したマミナサタ都市圏全体をカバ

ーするシステムの開発及び利用手順の明確化などを行う。 

 

－9－





 
 
 
 
 
 
 
 

付 属 資 料 

 
 

1. 討議議事録（R/D） 

2. 協議議事録（M/M） 

3. 事前評価表 

4. 第 2 次事前評価調査現地調査報告 

5. 第 2 次事前評価調査時 協議議事録（M/M） 

6. 第 1 次事前評価調査報告書 

7. MMDCB 設置に係る南スラウェシ州条例 

8. MMDCB メンバーシップに係る南スラウェシ州条例 

9. マミナサタ広域都市圏に係る大統領令（案） 

 





－13－

1. 討議議事録（R/D）



－14－



－15－



－16－



－17－



－18－



－19－



－20－



－21－



－22－



－23－



－24－



－25－



－26－



－27－

2. 協議議事録（M/M）



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



 

事業事前評価表（技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

作成日： 平成 20 年 12 月 17 日 

担当グループ：インドネシア事務所／ﾏｶｯｻﾙ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｵﾌｨｽ(MFO) 

1．案件名 

インドネシア共和国 南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏 環境配慮型都市開発促進プロジ

ェクト 

（Technical Cooperation Project for Enhancement of Urban Development Management in 

the MAMMINASATA Metropolitan Area） 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、マミナサタ広域都市圏の健全な開発を促進するために、マミナサタ広域

都市圏開発協力委員会（MMDCB）およびマミナサタ広域都市圏の構成自治体（マカッサル市、

マロス県、ゴワ県、タカラール県）の、開発計画を具体化する、また開発計画に基づき開発管

理・促進を行う能力の向上を図るものである。 

 

(2) 協力期間 

 2009 年 1 月～2011 年 12 月（3年間） 

 

(3) 協力総額（日本側） 

 3.0 億円 

 

(4) 協力相手先機関 

１）マミナサタ広域都市圏開発協力委員会(MMDCB) 

２）南スラウェシ州政府 地域開発企画庁(BAPPEDA) 

３）マミナサタ広域都市圏構成市・県（マカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール

県）の空間計画局及び建築局 

４）公共事業省 空間計画総局 第３地域空間計画課 

 

(5) 国内協力機関 国土交通省 

 

(6) 裨益対象者及び規模、等 

 ＜直接裨益者＞ 

１）マミナサタ広域都市圏開発協力委員会(MMDCB) 事務局及び技術部門スタッフ（15 名

+11 名：合計 26 名） 

２）マミナサタ広域都市圏構成市・県（マカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール県）

空間計画局及び建築局職員（60 名+50 名+64 名+11 名：合計 185 名） 

 ＜間接裨益者＞ 

１）公共事業省 空間計画総局 第３地域空間計画課 

２）南スラウェシ州政府 地域開発企画庁(BAPPEDA) 

 

 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

1) マミナサタ広域都市圏における問題点 

マミナサタ広域都市圏の経済は、南スラウェシ州のＧＲＤＰの 56％を占めるとともに、ほ

とんどの資源がマミナサタ広域都市圏を経由して域外へ移出・輸出される等、南スラウェシ及

び東部インドネシアの牽引役としての役割を担っている。ところが、マミナサタ広域都市圏は

近年の人口増加や経済活動の拡大により都市化が無秩序に進行し都市環境の悪化が進んでい
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3. 事前評価表



る。地域の中核都市として担うべき物流拠点としての役割や経済性、環境に配慮した都市機能

を備えるには、広域都市圏としての戦略的な計画に基づく開発が必要不可欠である。 

広域都市圏の開発・管理の基本となる空間計画や関連制度をみると、これまでは市県レベル

の一般空間計画・詳細空間計画1がマミナサタ広域都市圏構成１市３県それぞれで独自に策定

されており、用途地域区分が１市３県で異なるなど、適切な開発・管理が困難な状況にある。

このため空間計画等の無調整等に起因する無秩序な都市化に伴うスプロール化の進展、調整業

務を行う組織・機関が不在であることによる宅地開発、公園ネットワーク等の整備といった地

域全体で取り組むべき課題への対応の遅れといった問題が生じている。 

 

2) マミナサタ広域都市圏の空間計画と MMDCB の役割 

 南スラウェシ州政府及びマミナサタ広域都市圏を構成する県・市は、上記 1)の問題を解決

すべく、2003 年にマミナサタ広域都市圏の空間計画を策定した。その後、本空間計画は JICA

が 2006 年に実施した開発調査「マミナサタ広域都市圏総合計画」により見直された（本空間

計画は現在大統領の承認手続き中である）。マミナサタ広域都市圏における空間利用の実施及

び空間利用の制御については、地方自治体が実施することとなり、自治体間の調整を MMDCB が

図ることとなっている。MMDCB はマミナサタ広域都市圏の空間計画に沿って、構成市・県が各

市・県で独自に策定している一般空間計画・詳細空間計画のそれぞれを改訂することに関し

て、調整・技術支援をおこなうとともに、空間計画に基づく開発許認可の手続き・基準等につ

いて構成市・県間で一貫したものとなるよう調整を図ることが必要で、これに必要な能力開発

が必要である。また、構成市・県をまたがる公共事業にかかる詳細空間計画の策定や全体調整

を実施する能力についても強化を図る必要がある。 

 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

東部インドネシア地域の開発については、過去数次に亘り国家開発計画における重点課題と

されており、新たに策定された「国家中期開発計画 2005-2009」においても、大項目の「国民

の福祉向上」の中の重点項目のひとつとして、「地域開発の格差是正」が定められている。マ

ミナサタ広域都市圏が存在する南スラウェシ州は、開発の遅れた東部地域に位置しており、本

協力により東部地域の中心都市圏である同都市圏が地域の経済の牽引約として機能すること

で、地域開発の格差是正に資するものとして位置づけられる。 

 

(3) 我が国援助政策との関連 

1) 援助政策との関連 

我が国の「対インドネシア国別援助計画」における支援の「三つの柱」のうち、「民主的で

公正な社会造り」のための支援として、「貧困削減」が謳われており、貧困率が高い東部イン

ドネシア地域を支援の対象とする妥当性は高い。 

 

(4) JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

本プロジェクトは、JICA の「南スラウェシ州地域開発プログラム」の中核的な役割であ

る、マミナサタ都市圏開発に資するプロジェクトとして位置づけられている。 

４．協力の枠組み 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

1) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【目標】 

マミナサタ広域都市圏における都市開発・管理能力が向上する。 

【指標】 

a. 空間計画等の作成・承認プロセス及び開発許認可制度が改善され、運用されるようにな

                                                        
1  一般空間計画とは国・州・県・市において作成されるものであり、県においては 1:100,000 以上、市においては 1：

50,000 以上の精度を持つものである。また、詳細空間計画とは市・県の中で特に必要と認められる地域について作成する

ものであり 1:5,000 以上の精度を持つものである。 
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る。 

b. 都市開発・管理ツール（データベース等）が開発され、運用が開始されるとともに、デ

ータベースを活用することにより地域の現状分析方法が改善する。 

c. （地域全体に裨益する事業の）事業実施体制を検討する際の検討事項・検討方法が確立

される。 

d. MMDCB 職員及び県･市の関係職員を対象とした都市開発・管理分野の研修が系統的に実施

される。 

 

2) 協力終了後に達成が期待できる目標（上位目標）と指標・目標値 

【目標】 

 マミナサタ広域都市圏の都市基盤及び都市環境が改善する。 

【指標】2

a. （新空間計画法に基づき広域都市圏の空間計画に合わせて）改訂された（構成市／県

の）詳細空間計画の数 

b. 開発許認可規定に基づき審査された都市開発計画の数 

c. 詳細空間計画に適合した土地用途の比率、緑地面積等 

d. （空間計画に基づき実施された）都市基盤整備プロジェクトや都市開発プロジェクトの

数 

 

(2) 成果(アウトプット)と活動 

【成果１】MMDCB 及び州、県、市、郡の都市開発手順が改善する。 

【活動 1】 

1.1 都市開発管理に係る職員の能力アセスメントを実施する。 

1.2 現在のマミナサタ広域都市圏及び構成市・県の一般空間計画、詳細空間計画、戦略地域

詳細空間計画を分析する。3 

1.3 現在の地域開発状況に関する基礎的な調査を行う。 

1.4 現在の都市開発管理に係る手続き、方法、マニュアル、ガイドライン等を分析する。 

a. 公共事業省による空間計画策定ガイドライン 

b. 州、県、市の一般空間計画及び詳細空間計画策定手続き 

c. マミナサタ広域都市圏およびその他地域における開発許認可に関する規定 

d. マミナサタ広域都市圏構成県・市をまたがる事業の実施体制及び実施メカニズム 

e. マミナサタ広域都市圏およびその他地域の都市データ管理システムの現況 

1.5 都市開発管理に係る手続きを見直し、MMDCB、県、市の業務内容（案）を作成する。 

a. 一般空間計画、詳細空間計画、戦略地域詳細空間計画の作成及び承認手続き 

b. 開発許認可 

c. 都市データ管理 

d. 地域全体に裨益する事業の実施体制及び実施メカニズムを構築するための調整業務 

 

＜指標＞ 

a.州・市・県の空間計画、詳細空間計画が広域都市圏内で整合的に作成されるためのポイ

ントが明確化される。 

b.開発許認可業務が広域都市圏内で的確かつ整合的に実施されるためのポイントが明確化

される。 

c.地域の現状分析を行うために必要な関連データ及びその集計方法が明確化される。 

d.（マミナサタ広域都市圏における）地域全体に裨益する事業に係る現状・課題等が明ら

                                                                                                                                                                         
2
 数値目標についてはプロジェクト開始後 8ヶ月程度をめどに実施するステップ１(主に成果１に関する活動を実施)の期

間中に設定する 
3
  戦略地域空間計画は州及び県・市レベルにおいて特に必要な地域について作成される。特に、市街地・人口過密地域な

どで作成される詳細空間計画を作成するほどの精度は必要ないが、緑地開発や宅地開発、その他公共事業を推進するにあた

って一般空間計画以上の制度で計画が必要な場合に作成される。 
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かになる。 

 

【成果 2】 

 地域全体に裨益する事業の実施に向けた MMDCB の調整能力が強化される。 

【活動 2】 

2.1 地域全体に裨益する事業の実施体制構築に係る能力強化 

 2.1.1 ケーススタディーを実施する対象セクターを選定する 

 2.1.2 事業マネジメントに関する研修を実施する 

 2.1.3（2.1.1 で選定したセクターについて）事業実施のケーススタディーを内容とする

（事業実施体制構築の際の）関係機関間の調整業務に関する研修を実施する 

2.2 地域全体に裨益する事業に係る戦略地域詳細空間計画の策定能力強化 

 2.2.1 ケーススタディーを実施する戦略開発地域を選定する 

 2.2.2 開発プロジェクトの計画作成にかかる研修を実施する 

2.2.3 （2.2.1 で選定した地域について）ケーススタディーとして戦略地域詳細空間計画

（案）を作成する（OJT）。 

＜指標＞ 

a. MMDCB 職員が（地域全体に裨益する事業の）事業実施体制の主要パターンについて、

適したセクター・事業規模、メリット・デメリット、実施時の留意点等を理解する。 

b. MMDCB 職員が地域全体に裨益する事業の戦略地域詳細空間計画を策定する際のポイン

ト、留意点等を理解する。 

  

【成果 3】都市開発管理に必要なツールが整備される 

【活動 3】 

3.1 市・県向け一般空間計画・詳細空間計画作成マニュアル 

 3.1.1 一般空間計画・詳細空間計画作成マニュアル（案）を作成する 

 3.1.2 マニュアル（案）に基づき、OJT として一般空間計画・詳細空間計画をケーススタデ

ィー的に作成するとともに、マニュアル（案）の改善点を抽出する。 

 3.1.3 (3.1.2 に基づき)マニュアル（案）を改善し、最終版を作成する。 

3.2 開発許認可規定 

 3.2.1 （開発許認可）規定（案）を作成する 

 3.2.2 ケーススタディーとして、規定（案）に基づき開発許認可申請を審査する（OJT） 

 3.2.3 規定（案）を見直し、最終版を作成する。 

3.3 都市データ管理システム 

 3.3.1 都市データ管理システム（モデル）を開発する。 

 3.3.2 収集データを都市データ管理システム（モデル）に蓄積する。 

 3.3.3 都市データ管理システム（モデル）を活用し現状分析等を行うとともに、都市データ

管理システム（モデル）の改善点を抽出する。 

 3.3.4 (3.3.3 に基づき)都市データ管理システム（モデル）を改善し最終版を作成する。 

＜指標＞ 

次のツールが開発され、利用されうる状況にある。 

a． 作成された市・県向け一般空間計画・詳細空間計画作成マニュアル（広域空間計画及

び広域詳細空間計画との整合性の図り方、作成プロセスにおける関係者との合意形成

手法） 

b． 改善された開発許認可規定（詳細空間計画との関連性、迅速性） 

c． 作成された都市データ管理システム（データベースの対象とするデータ数、分析可能

項目等） 

 

【成果 4】マミナサタ広域都市圏開発に関わるスタッフの研修プログラム、カリキュラム及び

シラバスが開発される 

【活動 4】 
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4.1 研修実施者（MMDCB 職員）に対する研修を実施する 

 4.1.1 研修実施者用の研修教材を作成する 

 4.1.2 研修実施者に対する研修を実施する 

4.2 研修カリキュラム、シラバス及び教材を開発する 

4.3 市・県職員を対象に研修を試行的に実施する 

4.4 研修カリキュラム、シラバス等を改善し、研修コースとして立ち上げる 

＜指標＞ 

a． カリキュラム、シラバスの種類 

b． 研修教材の種類 

 

(3) 投入（インプット） 

1)日本側 (300 百万円) 

 a. 専門家派遣 

 b. 研修員受入 

 c. 供与機材（都市計画マネジメントデータベースのためのハード及びソフトウェア） 

 d. 在外事業強化費 

2) インドネシア国側  

a．カウンターパートスタッフの配置 

・MMDCB 

・南スラウェシ州政府 

・マカッサル市 

・マロス県 

・ゴワ県 

・タカラール県 

b．カウンターパート予算 

c．プロジェクト事務所及び事務機器 

 

(4)外部要因 

1) 前提条件 

  ・MMDCB への適切なスタッフの配置 

・MMDCB の役割が継続する 

2) プロジェクト目標達成のための外部条件 

 ・MMDCB の役割が強固になる 

 ・都市開発手順が南スラウェシ州政府によって承認される 

3）上位目標達成のための外部条件 

 ・一般空間計画及び詳細空間計画の中で指定された事業が実施される 

 ・都市開発が開発許認可を得た申請書類どおりに実施される 

５．評価 5項目による評価結果 

(1) 妥当性 

マミナサタ広域都市圏は健全な都市化を図るためには、個々の市や県だけではなく広域都市

圏全体として都市環境の改善や都市機能の整備を行うことが必要な状況にある。また、これら

の基本となる空間計画については、2007 年に策定された新空間計画法に基づき、マミナサタ

広域都市圏構成市県において一般空間計画・詳細空間計画の改定が必要となっている。このよ

うな状況の中、空間計画の作成能力の向上、空間計画に基づき開発・管理を行うための業務手

順の作成、そして関係職員のキャパシティービルディング等を行う本プロジェクトの妥当性は

高いといえる。 

また、現在「イ」国全国において、８つの国家戦略地域が指定されているが、マミナサタ広

域都市圏は、ジャカルタ市を中心とした首都圏であるジャボデタベックととともに、中央政府

である公共事業省が広域都市圏の空間計画を策定している地域である。公共事業省は、本プロ

ジェクトを通じて実施される MMDCB の能力強化等を全国的なパイロットケースとして位置づけ
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る計画であり、「イ」国全国の観点からも妥当性が高いといえる。 

加えて、インドネシア国家開発計画において、東部インドネシア地域の開発は重点課題

とされ「地域開発の格差是正」が定められている。さらに、東部地域はインドネシアでも

貧しい地域が多く存在することから、東部地域の中核都市であるマミナサタ広域都市圏の

開発は、ジャワ島など西部への協力に比して、東西格差の是正への寄与度が高く、「貧困

削減」を協力の柱の一つと位置づける日本政府の方針と照らしても重点な位置を占め、妥

当性が高い。 

さらに、JICA はマミナサタ広域都市圏を対象とした技術協力プロジェクト「マミナサタ広域

都市圏上水道サービス改善計画」を実施する予定であるとともに、円借款「マミナサタ環境改

善事業（廃棄物管理事業）」について案件形成を進めており、本プロジェクトによって自治体

をまたぐ事業の管理調整を担う MMDCB の能力強化が図られることにより、協力案件同士の相乗

効果が大いに期待される。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、都市開発・管理能力の向上であるが、能力は多様

な要素の集合体であり、個人と組織と制度の３つのレベルを結びつけて活動等を検討すること

が必要である。本プロジェクトでは MMDCB 及び市・県職員の研修等を通じた能力向上だけでな

く、実施体制や制度にも着目し業務フローの策定及び明確化やツール（空間計画策定に必要な

マニュアル、開発許認可に係る規定等）の開発を活動の柱としている。また、MMDCB だけでな

く、マミナサタ広域都市圏構成市県の関連職員も直接のターゲットとしている。このように能

力向上を図る際に必要な各レベルでの活動を予定しており、マミナサタ広域都市圏における都

市開発・管理能力向上とのプロジェクト目標は達成される見込みである。 

また、都市開発・管理にかかる能力は多種多様にわたるが、本プロジェクトでは、研修の実

施やガイドラインやマニュアル作成のみならず、ＯＪＴないしケーススタディーを通じた能力

強化を行うことで、MMDCB、市・県職員が身に付けるべき能力開発を実現する。 

 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトでは活動をステップ１（成果１）と２（成果２～４）に分け、ステップ１で

は開発調査結果をベースに、現状調査（職員の能力アセスメント、既存ガイドラインや既存制

度の分析）を行い、業務フロー（案）を作成する計画である。そして、ステップ２では、ステ

ップ１の現状調査結果に基づき、OJT や研修を実施しキャパシティービルディングを図りなが

ら、必要に応じ業務フローの修正を行う計画である。プロジェクト期間をステップ１及び２に

わけ、ステップ１の現状調査結果に基づきステップ２の活動内容を具体化することにより、効

率的な実施が見込まれる。 

また、現状調査やデータ管理システムの構築等の活動では開発調査結果を有効に活用する計

画であり、この点でも効率的な業務実施が見込まれる。 

 

(4) インパクト 

 本プロジェクトの結果、MMDCB の能力が強化されマミナサタ広域都市圏が計画した通りの

成長を遂げた場合は、地域経済の牽引役としての機能が高まる他、都市のスプロール化が押さ

えられるとともに、緑地管理が推進される等の効果をもたらし、環境に配慮した都市開発が推

進されることとなる。 

上述のとおり、中央公共事業省はマミナサタ広域都市圏における取り組みを他の全国国家戦

略地域の開発に活かす計画であり、本プロジェクトによる活動や成果はインドネシア東部地域

開発に資するのみならず、インドネシア国内の同様の広域都市圏開発に展開されることが期待

される。 

 

(5) 自立発展性 

開発調査により作成されたマミナサタ広域都市圏開発計画は大統領令としてオーソライズさ
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れる予定であり、本プロジェクトにより MMDCB の能力が向上することにより、「イ」国政府に

よる開発計画の実現に向けた取り組みが継続的に実施されることが期待される。 

また、MMCDB は設立以来、専任スタッフを配置するに至っているだけでなく、今般技術部門

と事務局が南スラウェシ州政府の組織の中に位置づけられる予定であることや、予算措置につ

いても南スラウェシ州政府が中心となってカバーすることから、今後も継続してマミナサタ広

域都市圏の調整機能を担う見込みがある。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

・ 本プロジェクトは急速な都市化の進展による都市環境の悪化を防ぐために、環境に配慮し

た空間計画の策定能力及びこの計画に基づく開発管理能力の向上をめざすものである。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

中央参加によるプロジェクトの実施 

マミナサタ広域都市圏総合計画調査（2006 年）は、カウンターパートである MMDCB を中心

に計画策定を進めたため、中央政府の関与が限定されていた。マミナサタ広域都市圏は国家戦

略地域に指定されていることから、中央政府が関与する必要がある。実際、中央公共事業省は

コンサルタントに委託してマミナサタ広域都市圏の複数事業計画を策定中である。 

 本プロジェクトの技術移転の対象は MMDCB であるが、中央公共事業省（空間計画総局）や国

家開発計画庁(BAPPENAS)を絡めたプロジェクトの実施が必要であることから、プロジェクトで

はこれら機関をメンバーとした合同調整委員会を設置し、定期的にプロジェクトの進捗を中央

と共有するとともに、中央のフィードバックをプロジェクトに反映する。 

８．今後の評価計画 

・ 中間評価（プロジェクト開始後 1年半） 

・ 終了時評価（プロジェクト終了 3ヶ月前） 

・ 事後評価（プロジェクト終了から 3年後を目処に実施予定） 

＊プロジェクト開始後６～８ヶ月をめどにステップ１の成果を確認し、ステップ２の活動の再

検討を行う。 
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南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏都市開発促進プロジェクト第二回事前調査 

現地調査報告 

 
１．調査期間：2008 年９月８日～12 日（本部団員は９月７日～13 日）（別添１のとおり） 
２．調査団員：別添２のとおり 
３． 調査結果 

（１） マミナサタ広域都市圏における空間計画と公共事業省によるガイドライン作成 

空間計画には次のとおり「空間計画 Spatial Plan」「詳細空間計画 Detail Spatial Plan」「戦略地

域空間計画 Detail Spatial Plan for Strategic Area」の三種類があることが確認された。 

空間
計画 

国 、 州
orMMDCB
等、市・県 

 地域開発に係る基本構想、旧
全国総合開発計画、各自治体
が策定している５ヵ年基本構想
に近く、幅広い分野をカバー。 

 市・県は州や MMDCB 等の空
間計画に基づき自地域の計画
を作成 

 マミナサタ地域については、開
発調査結果をもとに公共事業
省が作成中（コンサルタントに
発注済） 

 2007 年に空間計画法が策定。
 

詳細
空間
計画 

市・県  市・県の用途地域等を定めた計
画。市・県全域を定めるケースも
あれば、いわゆる都市計画区域
のみを対象とするケースもあり。

 2007 年の空間計画法により策
定が明確に定められた。これま
でにも同様の計画はあったが、
中央政府による明確なガイドラ
インなどはなかったとのこと。 

 １市３県のうちマカッサル市とゴ
ワ県、タカラール県について
は、複数詳細空間計画有して
いるが、ゾーニングによる用途
地域を定めているのはマカッサ
ルだけである。 

 都市計画施設の整理状況につ
いては、更なる確認が必要。な
お、道路については、路線ごと
に道路幅が定められており、こ
れにより日本の都市計画決定と
同様の効果があるとのこと。 

 2007 年空間計画法により作成
が義務付けられている。新空間
計画法以前のものは改定が必
要となっている。 

戦略
地域
詳細
空間
計画 

州
orMMDCB
等、市・県 

 特定地域の開発計画（工業団
地や新都市等の開発計画） 

 市・県だけでなく、複数の自治
体が関係するものについては州
（MMDCB）が作成。 

 公共事業省により策定中のマミ
ナサタ地域空間計画では工業
団地と道路沿線の一地区の戦
略地域詳細空間計画をモデル
的に策定中 

 2007 年空間計画法により位置
づけが明確化 

 

公共事業省により 2007 年に空間計画法が制定されるとともに、州や市・県が上表の空間計画を

作成するためのガイドラインを策定中である（ドラフトが完成済みであり、入手・英訳を原井専門家

に依頼済み）。よって本プロジェクトでは公共事業省作成のガイドラインを補う目的で市・県が空間

計画・詳細空間計画を作成／改定するためのマニュアルを作成することが活動の一部として求め

られる。 

 

4. 第 2 次事前評価調査現地調査報告
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（２） キャパシティーディベロップメントへの先方の理解 

プロジェクト目標を第一回事前調査時と同様に MMDCB のキャパシティーディベロップメントとす

ることを確認した。また、キャパシティーディベロップメントを図るために、組織（業務内容・実施方法

の明確化）（成果１）、業務実施に必要となるツールの開発（成果３）、業務を的確に実施する・開発

したツールを活用するための能力強化（研修）（成果４）、複数市／県にまたがる事業の実施調整

にかかる能力強化（成果２）が必要であり、これに基づきプロジェクトの活動を整理することで合意し

た。 

MMDCB は設立直後の組織ということもあり、MMDCB が担う調整業務についての、具体的なイメ

ージを有していない状況であった。（しかしながら、マミナサタ地域の空間計画を実現するために

様々な調整業務を行わなければならないと意識は高い）。よって、調査団では対処方針で想定し

たとおり、プロジェクトを２つのステップに分かち、第 1 ステップにおいて MMDCB の実施すべき業

務内容の明確化を行い、この結果に沿って第2ステップを実施する枠組みを設定することで合意し

た。 

 

（３） ＭＭＤＣＢの実施事項（調整機能） 

大統領令（案）に記されたＭＭＤＣＢの実施事項の中で、MMDCB は次のように「調整業務」を自

分たちの主要な実施事項として考えていることが確認された。 

MMDCB の実施事項 事業のイメージ 
１） 複数市／県にまたがる事業の実施枠組み

／調整メカニズムの形成 
・マカッサル、マロス、ゴワにまたがる地域で
の新都市建設計画 
・一般廃棄物処理事業、灌漑事業、上水道
供給事業、等 

２） 複数市／県にまたがる事業の戦略地域詳
細空間計画の作成 

・工業団地の整備、観光振興に資する地区
整備等 
・マカッサル、マロス、ゴワにまたがる地域で
の新都市建設計画 

３） 市／県による一般空間計画及び詳細空間
計画の改訂支援 

 

４） 複数市／県にまたがる事業の MP(セクター
別ＭＰ)作成 

 

一般廃棄物処理事業、灌漑事業、上水道供
給事業、等 

＊各事業の実施は各々の実施主体が行う。 

１）、２）、３）の対象となる「複数市／県にまたがる事業」は、①地理的に複数の市県にまたがる面

的事業（マカッサル、マロス、ゴワにまたがる地域での新都市建設計画）のみならず、②地理的に

は一自治体内であるが事業効果がマミナサタ地域全体に波及する面的事業（工業団地の整備、

観光振興に資する地区整備等）、③複数の市県にまたがるインフラ整備事業（一般廃棄物処理事

業、灌漑事業、上水道供給事業、等）を含む事業であることが明らかとなった。 

 

１） 複数市／県にまたがる事業の実施枠組み／調整メカニズムの形成（成果２ 活動 2-1） 

  MMDCB は本事業内容の内容を、一般廃棄物埋立地の運営・維持管理費用の関係

者間の負担方法、排水施設整備の負担方法等と想定しており、対処方針会議時点では
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「マニュアルの作成」を主な活動として想定していたものの、対象事業は多岐セクターにわ

たり、これらをカバーするマニュアル作成は困難であると考え、活動を”2-1 To develop 

capacity to formulate implementation framework/mechanism” 、講義形式の研修、ケース

スタディの実施と整理した。また、ＭＭでは優先分野を整理しており、プロジェクト期間中

にケーススタディーとして取り上げられる事業は優先順位に最大限配慮して選定されること

となる。 

具体的には、ステップ１実施時にインドネシア国内及び日本の直営、第三セクター、

公社、事務組合、民活方式等のインフラ整備・維持管理を行う事業体の形式や構成団体

との関係について講義形式で研修を行い、MMDCB の知識を深めながらケーススタディの

対象セクター及び内容を検討することが必要といえる。 

 

２）複数市／県にまたがる事業の戦略地域詳細空間計画の作成（成果２ 活動 2-2） 

協議を通じ、新都市開発、宅地開発、工業団地の開発、歴史的地区の保存等、

MMDCB が調整対象とする事業のうち詳細空間計画の作成を要する事業が含まれること

が明らかになった。当初、活動３と同様にマニュアル等の整備を図ると整理することを想定

していたが、幅広いセクターをカバーするマニュアルの作成は困難といえ、２～３セクター

のケーススタディを通じた能力強化を図ると整理した。現在公共事業省により作成中のマミ

ナサタ地域空間計画の内容を踏まえ（１年目の活動）、ケーススタディ対象事業を選定し、

モデル的に計画（案）策定を実施することが想定される。ここにおいてもケーススタディとし

て取り上げられる事業は MM で合意した優先順位に最大限配慮して選定されることとな

る。 

 

３） 市／県による一般空間計画及び詳細空間計画の改訂支援（成果３ 活動 3-1） 

  （各空間計画の体系については（２）を参照） 

当初 MMDCB は、市／県の一般空間計画及び詳細空間計画の作成・改訂について積

極的な関与を想定していないようであった。調査団から、大統領令（案）の MMDCBの実施

事項である”d. Socialize or disseminate development plan to each regional government, 

community and stakeholders”, “Control and monitoring of Mamminasata urban 

development”等を行うためには空間計画・詳細空間計画を的確に作成し、これらに基づく

開発管理を的確に行うことが重要と考えられることを説明した。MMDCB テクニカルユニット

のユニット長及び担当職員の一部は州政府空間計画居住局に勤務していたこともあり（開

発調査のＣＰも１名テクニカルユニットに所属）、空間計画の重要性を認識しており、空間

計画・詳細空間計画の作成及びそれに基づく開発管理をプロジェクトの活動の主要項目

の一つとすることで合意した。また、市県の担当者にヒアリングしたところ、2007 年の空間

計画法の策定により、市・県空間計画及び詳細空間計画の改訂・作成が主要な課題と位

置づけていることも確認された。 
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①市／県の空間計画・詳細空間計画作成マニュアル・規定 

公共事業省との協議では、ガイドラインには空間計画や詳細空間計画の作成方法等を

記す予定であるがこれをより具体的に解説したもの、地域全体の空間計画を市･県レベル

の計画に反映させるための留意点・方法等を整理したマニュアルの必要性は高いとのこと

であった。また、MMDCB や市・県も、公共事業省のガイドラインだけでは実際に計画を策

定するのは困難と考えており、市・県の空間計画・詳細空間計画作成に係るマニュアル作

成を活動とする必要性は高い。 

公共事業省のガイドラインの内容によってはマニュアルというよりもマミナサタ地域空間

計画解説書的な位置づけになることも考えられ、１年目の活動（公共事業省のガイドライン

分析、MMDCB 及び市県職員のキャパシティーアセスメント）を通じ必要とされるマニュア

ルの内容を固めることが必要である。 

なお、対処方針会議を踏まえ、当初、マミナサタ地域全体の空間計画の策定を活動の

一つとする計画であったが、これについては公共事業省が既に策定中（コンサルタントに

発注済みであり2008年から2009年の２年間、予算約１千万円）であり、これをレビューする

こととした。なお、通常、州政府が作成する計画であるが、マミナサタ地域が国の特別地域

であることから国が直接策定することのことであった。MMDCB も公共事業省が計画を策定

中であることは承知していたが、具体的な関与方法は今後検討していくとのことであり、活

動の早い段階でこの内容をつめることが必要といえる。 

 

４）複数市／県にまたがる事業の MP(セクター別ＭＰ)作成 (プロジェクトの枠外に整理) 

各セクターのＭＰ作成について、想定される MMDCB の実施事項を確認したところ、MP

作成自体は州政府の各インフラ部門が行い、空間計画の観点からコメント等を行うことが

想定されるとのことであった。MMDCB の技術ユニットとしては、空間計画の内容、特に空

間計画で提案されているインフラ整備事業の背景等を確認することが重要といえ、これは

現在、公共事業省が策定中の空間計画や開発調査結果をレビューすることで十分にカバ

ーされるといえる。このため、各セクターＭＰに係る活動はプロジェクトの活動として明記し

ていない。各インフラ部門のＭＰ作成段階での関与方法（委員会の設置等）の検討を、

MMDCB の業務実施方法を検討する際に行うことは必要といえる。 

 

５）開発許認可（成果３ 活動 3-2） 

開発許認可等についてのヒアリング結果は次のとおり。 

① 日本の建築確認申請に相当する許可制度のみであり、事前審査制度はあるも

のの日本の開発許可制度はない。 

② 民間による開発や大規模開発に係る事前審査制度はあるがこの対象が統一化

されていない（マカッサル市の内容については要確認。ゴワ県は自ら住む・営む

ための建築以外は全て対象とのこと。） 

③ マカッサル市、ゴワ県、マロス県では用途地域を定めているが、用途の分類等
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は統一されていない。また、マカッサル市やゴワ県では現状を追認する形で用

途地域を設定している。 

現在、マカッサルとゴワ県で用途地域区分が異なっている状況であり、まず統一された

用途地域区分とすることが必要といえる。あわせて、適切な開発を誘導するために事前審

査制度の改善、土地の高度利用を促進させる制度の検討などもあわせて実施していくこと

が必要といえる。 

プロジェクトでは、MMDCB が県／市の関連規定を見直すことを支援し、ケーススタディ

ーとして、見直された関連規定に基づく試行的開発許認可プロセスを行うことで（OJT）

MMDCB 及び県／市の能力強化を行う。 

 

６）データ管理システム（成果３ 活動 3-3） 

都市データに係るデータベースの現況を確認した結果は次のとおり。 

①マカッサル市とマロス県ではアーク GIS を活用したデータベースを導入済み。多様なレ

イヤーから構成され用途地域や主要都市施設の表示ができるような形になっている。 

②ゴワ県、タカラール県には GIS は導入されているが、タカラール県ではソフトウェアの版

権の問題、ゴワ県ではオペレーターの不在が課題となっている 

③MMDCB も開発調査で整備したデジタル地図データを所有している。 

MMDCBは地域開発のモニタリングにデータベースを活用していく計画であり、対処方針通

りマミナサタ地域共通のデータベース整備を行うことで合意した。なお、ステップ１時にマカッ

サル市のデータベースの内容や開発調査で整備したデジタルデータとの整合性を確認し、

データベースの構成・内容を検討していくことが必要といえる。 

 

７）研修（成果４） 

空間計画等に係る研修の現状等についてのヒアリング結果は次のとおりである。 

①公共事業省はボゴールに研修施設を有している。地方の州政府職員を対象とした研修

は年に１回、参加者は各州から１人である。 

②市・県、州とも職員研修部局があり各部局にヒアリングを行い、研修プログラムを作成し  

ている。研修講師には大学の研究者等を活用。 

③関係部局への空間計画の説明会を年に１回程度実施している（州政府内） 

MMDCB との協議では、市・県への研修を行うにあたり、研修講師となる MMDCB 職員

の能力向上が重要と認識しており、PDM に整理したトレイナーズ・トレーニングへの期待が

示された。 

 

（４） ＭＭＤＣＢと州政府の関係 

第二回事前調査前に南スラウェシ州内で MMDCB の組織構成が改正されていた。表面的には

州政府から独立した組織として位置づけられていたが、MMDCB テクニカルユニットが州政府の一

部署と位置づけられたのが主な変更の内容である。これにより、テクニカルユニットのユニット長に

経験のある州政府職員を配置することが可能となったとのことである。テクニカルユニットは第一回

事前調査結果のとおり専任の職員が配置されているが、その他の部局は州政府の他部署との兼

務体制であったが、いわばテクニカルユニットを核に各部局のマミナサタ地域担当者を明確にした

のが現在の MMDCB といえる。なお、将来的には市・県や外部有識者も MMDCB の職員として位
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置づける計画とのことであった。 

 
（５） 調査団所感 

１）マミナサタ地域の現状について 
マミナサタ地域の人口は約230万（内マカッサル市は約140万）と開発調査の予測を上回るベー

スで増加するとともに、ゴワ県とマカッサル市の間や空港とマカッサル市を結ぶ高速道路沿いにス

プロール化が進んでいる。また、2007 年に空間計画法が改正され、州、市・県ともこれへの対応

（空間計画の改訂、詳細空間計画の策定等）が課題となっている。これらから、空間計画・詳細空

間計画を一つの軸とした本プロジェクトは妥当なものといえる。 

一方、本プロジェクトの当初の要請では「環境調和型」とされていたこともあり、開発の管理（乱開

発の抑制等）を主な内容としていると考えられたが、今回の協議を通じ、都市管理とともに、

MMDCB がマミナサタを南スラウェシ州のけん引役として経済の活性化をどのように図るか、これに

資するインフラ整備を確実にし、その効果をより高めるために何を実施するべきか、等への意識が

非常に高いことが確認された。これらから、MMDCB の地域間プロジェクトの調整能力の向上がプ

ロジェクトの活動の一つとされているが、空間計画・詳細空間計画や開発許認可に係る活動にお

いても、開発の管理だけではなく、都市管理との点も重視することが必要と思料される。特に、マカ

ッサル市では港湾と市街地が隣接しており、他の用途との調整を図りながら物流機能を高めていく

こと（空間計画に基づき物流地区及び関連地区の設定、誘導策等の検討）が必要と思料された。

また、トランススラウェシ道路、公共事業省が戦略地域詳細計画をモデル的に作成中の工業団地

等はこれに沿ったものと想定される。 

２）関係者の整理 

地域間プロジェクトの調整機能について、MMDCB は市・県を主な調整の対象と認識しているよ

うに見受けられた。協議の中で言及したが、州政府の関連機関（開発公社や開発機関）、あるいは

既に設立されている協議会、組合等、関係者は多様に渡ることから、ステップ１の段階では、ある程

度幅広くセクターを見て、その関係者を国内他地域の事例や日本の事例を踏まえ整理することが、

MMDCB のキャパシティビルディングの観点からは重要といえる。 

３）円借款や技術協力プロジェクト等他プロジェクトとの関係 

マミナサタ地域は東部インドネシア開発の核となる地域であり、本プロジェクトや南スラウェシ州

地域開発能力向上プロジェクト以外にも、円借款に向けたマミナサタ地域の水道公社の能力向上

プロジェクト、一般廃棄物処理に係る SAPROF 等が行われている。地域間プロジェクトの調整能力

向上に係るケーススタディの対象セクターを検討する際には、このような他の我が国プロジェクトの

との相乗効果を高めることも念頭におくことが必要といえる。 

４）民間コンサルタント 

空間計画や詳細空間計画の策定は、国、州、市・県とも民間コンサルタントに委託して行われて

いる。また、民間コンサルタントはマカッサル市内にも多数存在する（マカッサル市担当者によると

100 社程度）とのことであった。このため、MMDCB 及び市・県の能力向上を図る際にはコンサルタ
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ントの監理能力の向上の視点が必要であるし、コンサルタント業界への説明会等も MMDCB の実

施事項の一つとして考えられる。 

５）開発調査との関係 

MMDCB が開発調査の提案に基づき設置された組織であることに象徴されるように、本プロジェ

クトの活動は、現状や制度の変更を踏まえ開発調査で描かれた絵の実施体制を構築する内容で

ある。開発調査は総花的な部分があり、セクターについては絞り込むことが必要であるが、その必

要性や地域での位置づけ等は開発調査で整理されており、この内容を十分に踏まえ、案件監理を

行っていくことが必要と思料される。 

６）プロジェクト実施体制 

MMDCB が設置後間もない組織であり、業務分担・業務の実施方法等も明確に定まっていない

ことから、本プロジェクトは第一ステップとし現状を確認し MMDCB の業務分担・業務の実施方法

（案）を作成することとした。上に記したとおり本プロジェクトは開発調査で作成した MMDCB の業務

分担・業務の実施方法を開発調査時からの状況の変化を踏まえ修正する、開発調査で十分に調

査できていなかった部分（各インフラ整備事業の実施体制等（セクター毎））を整理する、等の開発

調査的な業務が中心になると想定される。 

また、インドネシア公共事業省空間計画総局では空間計画や開発許認可制度等を内容とする

小規模技プロを実施中であり、国土交通省推薦の専門家（大阪府出身）を派遣中である。この小

規模技プロではモデル地域を３地域設定し（インドネシアの主要地域ごとに１地域を選定するとの

考えに基づき３地域を設定）活動を実施中であるが、残念ながらマミナサタ地域はモデル地域とな

っていない。このため、マミナサタ地域をモデル地域として新たに追加し活動を行うことで、この小

規模プロジェクトと本プロジェクトの双方に効果があるといえる。 

これらから本プロジェクトは民間委託型で実施することが適当と思料される。 
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別添１：調査スケジュール 

Day Date Time Itinerary 

1 7-Sep Sun 17:05 Arrive at Jakarta by JL725 (Tyo - JKt) 

9:00 Meeting with JICA Indonesia Office 

13:30 
(tentative) 

Meeting with PU (DG Spatial Planning) 
Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc. (DG of Spatial Planning, 

Ministry of Public Works) 

19:25 Leave Jakarta to Makassar by GA612 (19:25-22:45) 

2 8-Sep Mon 

22:45 Arrive at Makassar 

9:00 Meeting at BAPPEDA South Sulawesi 
3 9-Sep Tue 

10:30 Meeting for PDM, PO, MM w/d MMDCB 

9:00 Meeting with Makassar, Gowa, Takaral, Maros 4 10-Sep Wed 

13:30 Site Visit Gowa, Takaral 

7:10 
Mr. TOMIYA depart to Makassar by GA602  

JKT-MKS (07:10-10:30) 

9:00 Meeting for PDM, PO, MM w/d MMDCB 

5 11-Sep Thu 

15:30 Site Visit (Gowa) 

9:00 Meeting and Signing MM w/d MMDCB 

18:40 Leave Makassar to Jakarta by GA615 (18:40-19:55) 

19:55 Arrive at Jakarta 

6 12-Sep Fri 

22:15 Leave Jakarta to Tokyo by JL726 

7 13-Sep Sat 7:45 Arrive at Tokyo 

 

 

別添２：団員リスト 

 Name (First/Last) Job/Title Occupation 

1 Mr. TOMIYA kiichi 団長 インドネシア事務所次長 

2 Mr. HARAI Shinichi 空間計画 JICA 専門家（公共事業省空間計画総局） 

3 Mr. ARA Hitoshi Cooperation 経済基盤開発部都市・地域開発第二課 

4 Mr. YAMADA Tomoyuki Coordinator インドネシア事務所所員 
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5. 第 2 次事前評価調査時　協議議事録（M/M）
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1 

平成 20 年 4 月 24 日 

 

インドネシア国 南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏 都市開発促進プロジェクト 

（第一次） 事前評価調査概要 

 

1 現況と課題 

インドネシア国（以下「イ」国）マミナサタ広域都市圏は、南スラウェシ州南西部に位置する人口

約 200 万人、面積 2,462k ㎡の東部インドネシア地域最大の都市圏である。同都市圏は、マカッサル

市、マロス県、ゴワ県及びタカラール県の 1 市 3 県から構成され、国家空間計画(案)において特別

地域（社会･文化保全、経済開発、天然資源開発、環境保全）に指定されている。国家開発（経済開

発、空間開発）の観点から、マミナサタ広域都市圏を中心とした南スラウェシ州の開発は重要な位

置づけにある。 

同広域都市圏開発においては、2003 年に南スラウェシ州がマミナサタ広域都市圏空間計画

（Provincial Regulation No./2003）を制定し、併せて関連自治体首長及び地方議会議長が同都市

圏開発に係る MOU を締結した。これらを受け、マミナサタ広域都市圏開発協力委員会（MMDCB）（委

員長：州副知事）が発足し、都市圏開発に向けた行政の体制が確立された。公共事業省が指定する

広域都市圏（全国に 8 広域都市圏）のうち、委員会が設置されている地域は、ジャカルタを中心と

したジャボデタベックプンジュンとマカッサルを中心としたマミナサタのみである。 

これら州政府の活動を受け、2005～2006 年に｢マミナサタ広域都市圏総合計画調査(開発調査)｣が実

施され、計画の見直しを行うとともに、広域都市圏マスタープランを策定し、空間計画、経済開発

支援、都市環境整備、経済基盤整備、都市管理・制度強化（MMMDB 組織強化を含む）の分野で提言

を行った。空間計画では、土地利用ゾーニングを提案し、その中で緑地保全を目的としたタロ川下

流域保全、都市の有効活用を目的とした市街地開発、マカッサル市の一極集中を緩和する新都市開

発を提案している。また、マスタープランの中から優先度が高いプロジェクト 4 件（マロス県及び

タカラール県における上水供給システム改善事業、最終処分場整備による廃棄物管理改善事業、変

電施設増強及び送配電システム・リハビリテーション事業、ペリンティス－ウリップ道路区間拡幅

事業）についてプレ・フィージビリティ調査を実施した。 

 

2 開発調査実施から技プロ要請までの経緯 

開発計画で提案されたマスタープランとその後の状況を下表に示す。 

 

提案分野 現在の状況 

(i)  経済開発支援：農業、産業、物流・投資、観光 ・ 南スラウェシ州地域開発プログラムのサブプログラム

II 経済振興で対応。 

(ii) 都市環境整備：洪水対策・排水、上下水道整備、

廃棄物管理、環境改善 

・ 上水道事業は技プロでの支援を予定(平成 20 年度) 

・ 廃棄物管理は JBIC が SAPROF を実施（平成 19 年度） 

(iii) 経済基盤整備：電力、通信、道路 ・ JICA 開発調査による F/S 実施（平成 20 年 3 月終了）。マ

ミナサタの幹線道路 4 路線（トランススラウェシ道路マ

ミナサタ区間（ペリンティス－ウリップ道路を含む）、

マミナサバイバス、Hertasning 道路、Abdulah Daeng 

Sirua 道路）対象 

・ 電力は、「スラウェシ島最適電源開発計画調査(M/P 調
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提案分野 現在の状況 

査)」で対応 

(iv) 都市管理・制度強化： MMDCB 組織強化、関連

条例整備、データベース構築） 

・ 本件技プロによる支援を予定（平成 20 年～） 

 

この他に土地利用ゾーニングに基づいて、タロ川下流域、都市域の活性化、新都市、洪水地域につ

いて公共事業省及び州政府資金による詳細計画調査が実施されている（2007 年から継続中）。 

上表に示されている通り、マスタープランの実施に向けてインフラ整備、詳細計画が進められてい

る。（マミナサタに関する開発調査からこれまでの活動については添付資料 1参照） 

 

かかる状況下、マスタープランに基づいた実施促進に向けた技術面の支援（詳細計画作成、土地利

用情報整理、関係機関調整）、さらに都市圏開発管理に係わる組織・運営能力強化の支援（都市開発

管理に必要な分野の人材育成、都市開発に係わるルールづくり）を行う必要性が確認された。 

この状況に鑑み、MMDCB 組織強化、都市開発に必要な州レベルの法制度整備、都市開発システムの

構築を含む本件技プロが要請された。 

 

3 要請書に記された内容の確認 

(1) 要請案件調査票で提案されているプロジェクト概要 

上位目標 (i) マミナサタ広域都市圏の発展に係る牽引機能が強化され、南スラウェシ州全体の発展を促進

する。 

(ii) 都市地域と農村地域のリンケージ（物、経済、人）が強化される。 

(iii) 適切な都市管理による環境にやさしいまちづくりが促進され、経済活動の活性化に寄与する。 

プロジェクト目標 (i) 都市開発管理が適切に行われる。 

(ii) マミナサタ関係自治体（マカッサル、マロス、ゴワ、タカラル）の連携が強化される。 

(iii) 開発調査で提案された優先プロジェクトが適切に実施・管理される。 

成果 (i) 仮称マミナサタ都市開発管理庁（BPPM＊）の本格活動開始される。（BPPM は、都市開発事業

管理、モニタリングを目的として南スラウェシ州政府機関としての設置を予定している。） 

(ii) 都市開発管理システムが構築・運用される。（データベース構築、環境管理、交通管理、雇用

対策など）。 

(iii) 都市開発管理に必要な州レベルの法制度整備及び執行される。 

 

＊マスタープランでは MMDCB と別組織（BPPM）設立を提案して、この提案に基づき MMDCB 強化を進め

ていたが、協議の中で MMDCB 委員長が別組織は中・長期的に考えるべきで、短期的には MMDCB の強化

から始める必要があるとの意向を示したため、MMDCB に技術部門(本技プロの対象)を設立することで

MMDCB 組織強化が進められた。（MMDCB 強化の経緯については添付資料 2を参照） 

 

(2) 要請内容にかかる現状 

要請書提出後、州政府及び公共事業省はマミナサタ開発に係わる活動を進めている。要請に示されて

いる成果と開発調査後の現状を下表に示す。 
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成果 現状 

仮称マミナサタ都市開発管理庁（BPPM）が本格的に活動を

開始する。（BPPM は、都市開発事業管理、モニタリングを目

的として南スラウェシ州政府機関としての設置を予定してい

る。） 

MMDCB に技術部門が設立され、職員のリクルートが行われ

た。BPPM 或いは独立した組織は中・長期的に考える（州

政府の意向） 

都市開発管理システムが構築・運用される。（データベース構

築、環境管理、交通管理、雇用対策など） 

マスタープラン策定後、詳細計画策定にかかわる活動は

進んでおらず、土地利用図、データーベースの構築は行

われていない。 

都市開発管理に必要な州レベルの条例整備及び執行。 ・ 公共事業省でマミナサタ広域都市圏空間計画に係る

大統領令策定作業が行われている。 

・ 州レベルの条例は制定されていない。条例制定には

マミナサタ内の開発戦略地域（優先地域）を対象と

した詳細計画が必要である。 

 

4.調査概要 

(1)調査の目的 

イ国側からの要請に基づき、事前調査では、関係者との間でプロジェクトの枠組み、協力内容、

実施体制等について協議し、その結果を踏まえて本件技術協力プロジェクトの PDM(案)、PO(案)等

を作成することを目的とする。 

 なお、東部インドネシア地域の開発については、過去数次に亘り国家開発計画における重点課題

とされており、現行の「国家中期開発計画 2005-2009」においても、大項目「国民の福祉向上」ア

ジェンダの一つ「地域開発の格差是正」において重点事項として定められている。とりわけスラウ

ェシなどを含む東部インドネシア地域の開発が大きな課題となっている。また、国家空間計画（案）

において、マミナサタ広域都市圏は特別地域に指定されており、国家空間計画の観点から重要な位

置づけにある。 

 

(2) 調査団員の構成 

調査団長： 青木 利道（JICA インドネシア事務所） 

協力計画： 徳丸 周志（JICA インドネシア事務所） 

評価分析： 金本 正和（コンサルタント） 

都市計画： 田中 健次（コンサルタント） 

 

アドバイザー：原井 真一（JICA 専門家、PU 空間計画総局） 

オブザーバー：大原 克彦（JICA インドネシア事務所） 

(3) 調査団派遣期間／調査日程 

調査期間： 2008 年 3月 1 日～2008 年 3月 15 日 

調査日程： 

No 日時 場所 業務内容 
1 3/1 土  東京-ｼﾞｬｶﾙﾀ 移動 
2 3/2 日 9:00-19:00 ｼﾞｬｶﾙﾀ ・ 資料整理、 

・ 団内協議  
3 3/3 月 9:00-12:30 

 
14:00-18:00 

PU 
BAPEPENAS 
JICA 事務所 

・ 表敬訪問、調査工程説明他（Director General, DirectorⅢ） 
・ 表敬訪問、調査工程説明他 
・ 団内会議（作業振分/予定の協議） 
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No 日時 場所 業務内容 
・ JICA 事務所へ調査内容説明 

4 3/4 火 8:30-13:00 
 
14:00-17:00 
 

PU 
JICA 事務所 
ｼﾞｬｶﾙﾀ→ﾏｶ

ｯｻﾙ 

・ PDM に関する協議 
・ 団内協議 
移動 

6 3/5 水 9:00-18:00 JICA MFO ・ PDM, PO(案)準備, ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ用資料作成/会場準備 
・ 団内協議 

8 3/6 木 8:00-16:30 
 
 
 
16:30-18:30 

ﾏｶｯｻﾙ Sahid ﾎ
ﾃﾙ 

 
 
JICA MFO 

・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ資料準備 
・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:  

 本件事前調査の背景/日程説明 
 PDM,PO(案)の協議 

・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ協議事項総括 
9 3/7 金 9:00-18:00 

 
 

JICA MFO 
 
 

・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ結果のまとめ 
・ PDM, PO(案)修正 
・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ結果報告と MM の協議 

1 3/8 土 9:00-18:00 
10:00-11:00 

JICA MFO 
 

・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ結果のまとめ、PDM 修正検討 
・ 協議議事録(案)修正 

1 3/9 日  JICA MFO ・ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ結果まとめ、 
・ 協議議事録(案)修正 

1 3/10 月  JICA MFO ・ PDM 修正検討 
・ 団内協議 
・ 協議議事録(案)作成 

1 3/11 火 9:00-16:30 州 BAPPEDA 
 
JICA MFO 

・ MMDCB(BAPPEDA･Dinas Special planning & Settlement)と PDM/PO 協

議 
・ 協議議事録(案)作成 
・ PDM/PO(案)修正 

1 3/12 水 9:00-12:30 
15:00-16:00 

州 BAPPEDA 
 
JICA MFO 

・ PDM/PO 協議 
・ BAPPEDA 長官へ報告 
・ PDM/PO (案)修正・協議議事録(案)修正 

1 3/13 木  
 
15:00-17:30 

ﾏｶｯｻﾙ→ 
ｼﾞｬｶﾙﾀ 
PU 

移動 
 
・ PU へ報告、PDM/PO 協議他 
・ 協議議事録 (案)修正 

1 3/14 金 09:00-11:00 
14:00-14:40 

PU 
BAPPENAS 
JICA 事務所 
 
ｼﾞｬｶﾙﾀ-東京 

・ PDM/PO 及び PU との協議議事録内容を協議 
・ 報告 
・ 団内協議 
・ JICA 事務所へ報告 
移動 

1 3/15 土  東京 移動 

MFO：Makassar Field Office 

 

(4) 主要面談者と主な調査内容 

日時: 2008 年 3 月 3 日(月)  09: 30 -10:30 

場所： Spatial Planning (Region III) PU(Ministry of Public Works)  

面談者：  
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No 氏名 ポスト 所属機関 

1 Wahyono Bintarto, 
Ir. MSc 

Director of Spatial Planning 
(Region III) 

PU(Ministry of Public 
Works) 

2 Erry SA. Head of Sub-directorate of 
Metropolitan City III 

Sub-directorate of 
Metropolitan City III  

3 
Rezeki P 

Head of Sub-directorate of 
Spatial Planning of Regional III

Sub-directorate of 
Spatial Planning of 
Regional III  

4 
Azwir Malaon 

Head of Sub-directorate of Area 
Development III 

Sub-directorate of Area 
Development III 

5 
Faisal 

Head of Sub-directorate of 
Trans-region III 

Sub-directorate of 
Trans-region III 

6 
A. Hendrowibowo 

Head of Sub-directorate of 
District Program  III 

Sub-directorate of 
District Program  III 

7 Moch Darmun Staff of Metropolitan City III Metropolitan City III 
8 

Shafik 
Sub-directorate of Metropolitan 
City III 

Sub-directorate of 
Metropolitan City III 

 

5 協力の方向性 

開発調査実施後の州政府及び公共事業省の活動（MMDCB 強化、詳細計画策定）及び事前評価調査結

果を踏まえて、マミナサタ開発に関る課題及び本技プロで支援が必要な活動について検討した。 

(1) マミナサタ開発における課題 

今後のマミナサタ開発実施における課題は以下に集約される。 

・ 実施促進に向けた MMDCB 組織強化：MMDCB 職員の技術・調整能力の不足、都市開発管理に係わる

州レベルのルールづくりの遅れから、同委員会が実質的に関連自治体と調整しながら都市開発管

理を十分に行えるまで至っていない。 

・ 詳細計画・データベース構築：広域都市圏開発計画に基づいた、開発戦略地域の選定、詳細計画

策定、データベース構築が行われていない。また、土地利用情報などデータベースが整備されて

いないため、都市開発の管理が行えず、空間計画策定後、殆ど実施には至っていない。 

 

(2) 本技プロで必要な活動 

本技プロでは、「実施促進」に焦点を当てた技術支援を行うとともに、実施を通した MMDCB の役割の

明確化・調整能力強化を行う。そのため、プロジェクト目標を「マミナサタ広域都市圏開発協力委員

会[技術部門]の都市開発管理にかかわる能力が向上し、同圏域開発が適切に管理・実施される」とし

た。さらにプロジェクト目標を実現するためには、要請書に記された、(i) MMDCB の都市開発管理能

力強化のための組織強化、(ii)都市開発管理システムの構築と運用、(iii) 法制度整備、といった組

織面、技術面の支援が必要である。 

州政府と協議の結果、技術協力として実施するために以下に示す PDM を大筋で確認した。 
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【上位目標】 適切な都市管理により、経済活動の効率性が改善されるとともに、環境にやさしい街

づくりが促進される。 

【目標】 マミナサタ広域都市圏開発協力委員会[技術部門]の都市開発管理にかかわる能力が向

上し、同圏域開発が適切に管理・実施される。 

【成果 1】 マミナサタ広域都市圏開発協力委員会[技術部門]の計画･調整･監理指導に係る体制が

整い、能力が向上する。 

【成果 2】 マミナサタ広域都市圏の優先地域（開発戦略地域）における詳細計画が策定され、策

定された詳細計画に示されている土地利用情報等のデータベースが構築され適切な方

法で運用される。 

【成果 3】 都市圏開発管理に必要なルールが確立される。 
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マミナサタ広域都市圏支援にかかわる本件技プロの位置づけ 

マミナサタ広域都市圏 MP 
（大統領令として制定予定、公共事業省） 

・ 開発戦略、方針 
・ ゾーニング計画（開発区域、保全区域） 
・ インフラ計画(道路、電力、上水道、排水など) 
・ 実施体制 

インフラ（セクター）事業 
・ 幹線道路（JICA F/S 2006～2008） 
・ 廃棄物管理（JBIC SAPROF 2007） 
・ 上水道（JICA 技プロ 2008） 
・ 排水、他 

詳細空間計画策定 
・ 公共事業省（2007 年実施済）：タロ川流

域、新都市、旧市街地 
・ 公共事業省（2008 年実施予定）トランス

スラウェシ道路沿いの土地利用計画、工

業団地（マロス県） 
・ 州空間計画局：洪水地域（2008 年実施予

定、市場（2008 年実施予定）、緑地（2006
年～） 

(iii) MMDCB 組織強化による実施体制強化 
・ 所掌業務、活動計画 
・ 技術能力向上（都市計画、インフラ、フ

ァイナンス、環境、データベース） 
・ 関係機関調整 

(ii) 詳細空間計画による実施支援 
・ 計画のレビュー及び開発戦略地域選定 
・ 詳細計画策定 
・ 土地利用データベース作成 
・ 優先案件の実施支援：行政、民間、住民

調整、ファイナンス、ルールづくり 

(i) マミナサタ全体に係わる支援 
・ 段階的開発戦略策定 
・ 優先案件・インフラ整備支援（関連機関

調整） 
・ 大統領令策定支援 
・ その他、公共事業省との連携・調整 

技プロの支援範囲 

MP 作成とその後の活動 

空間計画の動き(公共事業省) 
・ 新空間計画法施行（法律 No.26 

/2007） （2007 年 4 月） 
・ 国家空間計画策定（政令 No. 

26/2008）（2008 年 3 月） 
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（3） 活動詳細 

技プロ実施の際には、特に以下の項目について支援を行う。 

 

(i) 詳細空間計画策定支援：優先地域（開発戦略地域）における事業実施促進のための支援（技術

面、制度面、資金面）（成果 2、成果 3） 

「マミナサタ広域都市圏総合計画調査」（開発調査）で提案されている計画に基づいた優先地域の詳

細計画策定及び実施に向けた支援を行う。候補は、同開発調査の結果を踏まえて、州政府が優先地

域・セクターと位置付けている 6 地域・セクター（都市再開発、新都市開発、タロ川周辺整備、優

先道路周辺の区画整理事業、廃棄物処分場関連、緑地）或いは州政府が指定する「開発戦略地域」

（6 月までに州政府が指定する予定）を対象とし、①実施を通した MMDCB に対する技術能力強化、

② 実施プロセスの明確化、③ 関連ルール（条例、ガイドラインなど）づくり、④MMDCB の役割の

明確化とする。 

・ 詳細計画策定・修正、実施に関る図面作成 

・ 対象地域の地図作成（1:10,000) 

・ 策定された詳細計画に示されている土地利用情報等のデータベースが構築され土地利用、インフ

ラなどの情報が含まれるデータベースの作成 

・ 詳細計画で提案されている事業実施（事業手法の検証）及び実施体制検証（MMDCB の関り方、自

治体との関係、民間との連携、事業費財源）(パイロット事業) 

・ 事業ファイナンスの検討：PPP の導入、民間ディベロッパーとの連携 

・ 対象地域計画実施に必要な都市計画基準、マニュアル作成。空間計画法及び PU 作成のガイドラ

インに基づいたマミナサタ独自のマニュアル作成。関係者との協議を含む（行政、民間、住民）。

条例は州・県とする。 

 

(ii) マミナサタ広域都市圏全体にかかるマミナサタ計画実施促進のための支援（成果 1、成果 3） 

・ マミナサタ広域都市圏の段階的整備戦略の策定 

・ MMDCB 技術力強化：調整能力強化（関連自治体間、民間開発業者等） 

・ MP で提案されている優先事業について、実施に向けた技術的支援。ただし、インフラ整備そのも

のに対する活動(図面作成、測量、土地収用、EIA など）は行わず、調整に係わる支援のみとする。 

・ 大統領令策定支援：公共事業省が行っている大統領令策定作業を州政府としてケーススタディを

通じ支援する。公共事業省からのコメント対応、関連自治体調整。 

 

(iii) 実施体制強化（成果 1） 

（i）、(ii)の活動を通した実施体制強化。特に MMDCB 技術部門、事務局を対象にする。また、MMDCB

メンバーと共同で活動を行うことにより、MMDCB 内の連携を強化する。 

・ MMDCB の活動詳細検討 

・ MMDCB の規定及び所掌業務作成 

・ MMDCB 活動及び権限に関する条例(案)の作成 
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6 プロジェクト開始前に必要な確認事項 

本件プロジェクト実施の前に、今回明らかになった以下の課題を確認する必要がある。 

① 中央政府と州政府の役割・責任分担の明確化。本件プロジェクトにおける行政の関与について中

央政府と州政府では大きな違いがあるため、関係機関の関り方について整理し、中央政府・州政

府が合意する必要がある。今後しっかりとした調整を図るよう公共事業省空間総局及び州政府に

申し入れる必要がある。 

② 州政府（MMDCB）の受け入れ体制を確認する必要がある。MMDCB は本事前評価調査を踏まえて、プ

ロジェクト実施に向けた活動計画（MMDCB 関連自治体との協議、開発戦略地域のレビューなど、

プロジェクトに合わせた MMDCB 組織強化）を策定した。これら活動の進捗をモニタリングし、プ

ロジェクト開始時期を確認する必要がある。 

 

従って、(i) 技プロ内容と整合性が取れている MMDCB 活動計画が策定されていること、(ii) MMDCB

技術部門のキーパーソンが配置されること、(iii) マミナサタ開発、特に技プロ実施における、州

政府と公共事業省との関係（役割）について明確になっている事（公共事業省と州政府間で MM など

があればよい）がプロジェクト開始のポイントと考える。 

 

以上 
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添付資料 1： マミナサタ広域都市圏開発の展開（日本 ODA 関連） 

 

 

マミナサタ広域都市圏総合計画からの展開（日本 ODA 関連） 

マミナサタ開発優先セクター 次案件への展開 

1 経済振興 • 産業振興プロジェクト（サブプログラム II 経済振興との連携）（2008 年度実施予

定） 

2 経済インフラ整備 • 地域開発支援道路調査（開発調査）：幹線道路 MP、マミナサタ優先道路 F/S

（実施中）（サブプログラム II との連携）（F/S 対象路線のうち、トランススラウェシ

道路マミナサタ区間（Jl Perints の一部を含む）を円借款事業として要請予定。

Jl Perintis の一部は公共事業予算で改修実施。 

• 都市環境整備事業（円借款事業）：道路整備、電力改善（東北インドネシア地

域開発プログラムと連携） 

3 都市環境整備 • 都市環境整備事業（円借款事業）：上水道事業、廃棄物最終処分場整備事業

（2007 年 SAPROF 実施） 

• マミナサタ広域都市圏水道事業改善計画プロジェクト（2007 年度要請） 

4 組織制度強化 • マミナサタ事業化促進（調査団）（2006 年～2007 年） 

• マミナサタ都市開発促進（技プロ）（2008 年度実施予定） 

 

 

4. マミナサタ事業化促進

調査（調査団）(2006 年)

2 地域開発支援道路調査

（開発調査）(2006~2008
年)：スラウェシ幹線道路

マスタープラン、マミナ

サタ優先道路 F/S 

4. マミナサタ環境配慮

型都市開発促進（技プロ）

(2008 年度実施) 

3. マミナサタ環境改善

事業：廃棄物管理（円借

款事業）（2008 年度以降

実施予定） 

マミナサタ道路事業実施

(トランススラウェシ道路）

1. 地場産業振興支援プ

ロジェクト(2007 年度実

施) (サブプログラム II と
の連携) 

マミナサタ広域都市圏総

合計画調査（開発調査）

(2005~2006 年) 
1. 経済振興 
2. 経済インフラ整備 
3. 都市環境整備 
4. 組織・制度強化 

事業化支援

事
業
化
支
援

優先道路 
提案 

連携 

連携 

2. マミナサタ上水道サー

ビ ス 改 善 計 画 ( 技 プ

ロ)(2008 年度実施予定）
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添付資料 2： MMDCB について 
（１）MMDC 技術部門設立の経緯 
・ MMDCB は、2003 年にマミナサタ広域都市圏空間計画の承認と合わせて、州政府、マミナサタ自治

体（マカッサル市、マロス県ゴワ県、タカラール県）の首長及び議長の合意により設立された。 

・ 2007 年に実施されたマスタープランでマミナサタ広域都市圏開発協力委員会（Mamminasata 

Metropolitan Development Cooperation Board）の強化策の一環として、MMDCB に技術部門が設

置されることが提案された。この提案に基づいて、MMDCB 事務局（州空間計画局）を中心に技術

部門設置（Technical Unit）に関る手続きが行われて、2007 年 4 月に同部門が設立された。委員

会組織の改編（技術部門設置）に係る州知事令（Peraturan Gubenor Sulawesi Selatan No. 16/2007: 

April 10, 2007), 及び州知事告示 (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1532/V/2007: May 

14, 2007) 

・ 州知事令、州知事告示にもとづいて人事が行われた。技術部門の活動詳細及び人事にかかわる

MMDCB委員長令（Peraturan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Metropolitan Mamminasata 

No. 02/VIII/BKSP/2007: August 15, 2007））及び委員長通達（Keputusan Ketua Badan Kerjasama 

Pembangunan (BKSP) Metopolitan Mamminasata No. 02/VIII/BKSP/2007: August 16, 2007） 

・ MMDCB 技術部門設置後、中心スタッフ（Head Unit, Head Sub-Unit, 秘書）はリクルート済み（地

方公務員、大学、民間）。活動を開始した（8月 22日）。今後、業務量に応じてスタッフを募集す

る予定。2008 年 3月現在、技術部門人事を再度検討（採用など）している。 

 

（２）MMDCB 技術部門の構成 

 
MMDCB 技術部門の構成 

 

Head of Technical Unit
(Ir.H. Rahman Iskandar)

Administrative Staff 
(Drs. H. Natsir DK) 

Secretary
(Rosmaniar Rasyid, S.S) 

Sub-Unit of  
Infrastructure 
Management 
(Ir. H. Kasim 
Indra, M.Si) 

Sub-Unit of  
Environmental 
Management 

(Ir. H. Muchlis 
Syarif, M.S) 

Sub-Unit of  
Legal Affairs 

(Hamazah Halim, 
S.H., M.H) 

Sub-Unit of  
Spatial Planning

(Ir.Hj. Sri Wedary 
Harahap)（Acting 
Head） 

Sub-Unit of  
Finance and 

Economic 
Affairs 

(Dr. Adri Said) 

Sub-Unit of
Database and 

Monitoring 
(Johan Eden, ST)
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（３）MMDCB 技術部門の活動内容（MMDCB 委員長令 August18, 2007 より抜粋） 
 

部署 担当者 活動範囲 
Infrastructure 
Management 

Ir. H. Kasim Indra, 
M.Si 

(1) Sub Technical Unit for Infrastructural Management is responsible for 
controlling and monitoring infrastructure development. 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Infrastructural Management are to: 
a. formulate technical policies related to infrastructure development in 

order to develop efficient infrastructure system in Mamminasata; and
b. control and monitor infrastructure development (physical structure). 

Spatial Planning Ir.Hj. Sri Wedary 
Harahap 

(1) Sub Technical Unit for Environmental Management is responsible for 
spatial planning 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Environmental Management are to: 
a. formulate spatial planning; and 
b. control and monitor urban development 

Environmental 
Management 

Ir. H. Muchlis Syarif, 
M.S 

(1) Sub Technical Unit for Environmental Management is responsible for 
arrangement, management and Supervision, and cooperation on 
implementation of Mamminasata Metropolitan (MM) spatial plan.. 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Environmental Management are to: 
a. Preparing Strategic Plan for spatial plan 
b. Preparing Annual Working Report for spatial plan 
c. Conducting daily routine task which is function description of 

Chairman, including advice planning for spatial plan;  
d. Conducting tasks provided by Head of Technical Unit. 

Legal Affairs Hamazah Halim, 
S.H., M.H 

(1) Sub Technical Unit for Legal Affairs is responsible for handling legal affairs 
related to Mamminasata development management. 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Legal Affairs are to: 
a. arrange and prepare local legislation and manual necessary for 

urban management and control; 
b. encourage effective execution for the legislation and conduct 

monitoring as needed; 
c. conduct dissemination, review, and evaluation on related legislation. 

Finance and 
Economic Affairs 

Dr. Adri Said (1) Sub Technical Unit for Financial and Economic Affairs is responsible for 
handling financial and economic affairs related to Mamminasata 
development management. 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Financial and Economic Affairs are to: 
a. formulate policy and manual for project finance; 
b. manage and strengthen urban and economic development; 
c. formulate and promote project finance; 
d. promote public-private partnership scheme; and 
e. prepare financial proposal for urban development. 

Database and 
Monitoring 

Johan Eden, ST (1) Sub Technical Unit for Database and Monitoring is responsible for 
database management and monitoring related to Mamminasata 
development management. 

(2) Activities of Sub Technical Unit for Database and Monitoring are to: 
a. establish and update urban information database; 
b. collect and update social, economic, and natural data; 
c. manage and update maps; and 
d. conduct monitoring and evaluation on urban development. 

 
技術部門の報告について 
(1) Technical Unit activities shall be reported to Secretariat regularly and also upon request from 

MMDCB and Secretariat. 
(2) Technical Unit shall assist technical aspect of coordination among members that is conducted 

by Secretariat.
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Organizational Structure of MMDCB 

Advisor 
(Governor of South Sulawesi) 

Coordination Body
Head: Vice Governor of South Sulawesi 
Deputy: Head of BAPPEDA of South 

Sulawesi 
Members: All Mayors & Governors within 

Mamminasata 
Secretariat 

Head: Head of Dinas Spatial Plan of South 
Sulawesi 

Deputy: Head of Sub-Dinas Spatial Plan & 
Programs of Dinas Spatial Plan 

Secretary Head of Section of Regional & 
Provincial Spatial Plan Dinas Spatial 
Plan 

Member Related institutions of South Sulawesi 
government 

Makassar (13) 
(1) Dinas Bina Marga (roads 

and bridges) 
(2) Dinas Cipta Karya        

( building constructions) 
(3) Dinas of Building 

Management 
(4) BAPPEDA 
(5) BAPEDALDA 
(6) Dinas of Land Matters 
(7) Dinas of Transportation 
(8) Dinas of Agriculture & 

Animal Husbandry 
(9) Dinas of Tourism 
(10) Dinas of Industry & 

Commerce 
(11) Dinas of Oceanic & 

Fishery 
(12) Dinas of Education 

(13) Dinas of Health 

Maros (10) 
(1) Dinas of Public Works 
(2) BAPPEDA 
(3) Dinas of Land Matters 
(4) BAPEDALDA 
(5) Dinas of Transportation 
(6) Dinas of Agriculture, 

Foodstuffs & Horticulture 
(7) Dinas of Tourism 
(8) Dinas of Cooperatives & 

Industry 
(9) Dinas of Education 
(10) Dinas of Health 

Gowa (14) 
(1) Dinas of Spatial Planning 

& Settlement 
(2) BAPPEDA 
(3) Dinas of Land Matters 
(4) BAPEDALDA 
(5) Dinas of Transportation 
(6) Dinas of Regional 

Infrastructure  
(7) Dinas PSDA 
(8) Dinas of Forestry 
(9) Dinas of Tourism 
(10) Dinas of Industry & 

Commerce 
(11) Dinas of Oceanic & 

Fishery 
(12) Dinas of Agriculture & 

Estate Crops 
(13) Dinas of Education 

(14) Dinas of Health 

Takalar (11) 
(1) Dinas of Spatial Planning 

& Environmental Agency 
(2) BAPPEDA 
(3) Dinas of Land Matters 
(4) BAPEDALDA 
(5) Dinas of Transportation, 

Telecommunication & 
Tourism 

(6) Dinas of Regional Public 
Works 

(7) Dinas of Traditional 
Farming 

(8) Dinas of Industry, 
Commerce, Mining and 
Energy 

(9) Dinas of Oceanic & 
Fishery 

(10) Dinas of Education 

(11) Dinas of Health 

Technical Unit（技術部門） 
Legal, Environment, Infrastructure, Finance, 

Economy, Monitoring & Evaluation, 
Database 

Advisory Board (Central Government)
National elements, provincial elements& other   

elements when necessary.
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7. MMDCB 設置に係る南スラウェシ州条例
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8. MMDCB メンバーシップに係る南スラウェシ州条例
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